
四日市市告示第１８３号 

 四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和２年３月３１日 

                             四日市市長  森 智広 

 

四日市市 IT企業等進出支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、ＩＴ等の新たな技術の活用により、既存の産業の生産性向上に資するこ 

とが期待できる分野に取り組む企業等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を支援するこ

とにより、地域産業の高度化を図るとともに、その技術やサービスを介して、本市産業の更

なる活性化を目指すことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業者 営利を目的として、事業所の新設又は増設を行い、かつ、継続的に事業を営む 

法人又は個人であり、第３号に掲げる事業を行う者をいう。 

(2) 事業所 次号に掲げる事業を行う場所をいう。 

(3) ITオフィス等 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）において、大分

類 G-情報通信業に分類される事業の中で、次に掲げる事業を行う者をいう。 

 ア 中分類３９－情報サービス業に分類される事業 

イ 中分類４０－インターネット附随サービス業に分類される事業 

 (4) 新設 市内において新たに事業所を設置し、前号に掲げる事業を行うことをいう。 

 (5) 増設 すでに、市内において第３号に掲げる事業を行う者が現に行っている事業と同一

の事業の事業所を市内に設置し、又は事業所を拡張して事業拡大を図ることをいう。 

(6) 常用労働者 週当たりの所定労働時間が 20時間以上であって、次のいずれかに該当す

る者をいう。 

ア 期間の定めがなく雇用される労働者 

イ 期間を定めて雇用される労働者のうち、雇用期間が随時更新されることにより、実態 

としてアに規定する労働者と同様の状態にあると市長が認める者 

 (7) 賃借料 事業所を賃借する者が、貸主との間で賃貸借契約を締結し、貸主に対して定期 

的に支払う賃借料で、敷金、礼金、共益費、光熱水費その他これらに類する費用を除いた 

ものをいう。 

（補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付対象となる事業者（以下、「補助対象事業者」という。）は次の各号に掲

げる要件をすべて満たす者とする。 

(1) 事業所の床面積が２５平方メートル以上であること。 

(2) 常用労働者の数が３名以上であること。 

(3) 事業所開設の日から起算して、３年以上市内で事業を行うこと。 
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(4) 事業所において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）に基 

づき、営業の許可又は届出を要する事業 

イ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

ウ 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業 

（5）国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。 

（6）市税を滞納していないこと。 

（7）次に掲げるいずれかに該当しないこと。 

ア 次に掲げるいずれかの法人 

(ｱ) 暴力団（四日市市市暴力団排除条例（平成２３年四日市市市条例第９号）第２条第

１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である者 

(ｲ) 当該法人の役員が暴力団員（四日市市市暴力団排除条例（平成２３年四日市市市条

例第９号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

(ｳ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

イ 次に掲げるいずれかの個人 

(ｱ) 暴力団員である者 

(ｲ) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げるいず

れかの事業とする。 

(1) ITオフィス等開設経費補助事業 

(2) 進出企業建物賃貸料補助事業 

 （補助対象経費、補助率及び補助限度額） 

第５条 前条に掲げる補助対象事業にかかる補助対象経費、補助率、補助限度額及び交付期間

は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費については、

補助対象経費に算入しないものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、第４条に掲げる事業に着手する前

までに、次の各号に掲げる書類を添付し、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付申請

書（第１号様式）を市長に提出し、その指定を受けなければならない。 

(1) 企業の概要書（会社パンフレット等） 

(2) 登記事項証明書 

(3) 定款又はこれに準ずるもの 

(4) 当該事業所の位置図、外観写真、配置図及び各階平面図 

(5) 当該事業所の賃貸借契約書の写し 

(6) 当該事業所の常用労働者一覧表 



 (7) 市税の完納証明書 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 第４条第２号において、翌年度以降も交付を受けようとする場合にあっては、交付を受け

ようとする年度の４月１日中に、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付申請書（第１

号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の申請は、１事業者につき１年度１回限りとする。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査し、補助する

ことが適当と認めたときは、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付決定通知書（第２

号様式）により、交付しないと決定した場合にあっては四日市市 IT 企業等進出支援事業補

助金不交付決定通知書（第３号様式）により、それぞれ申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。 

（届出） 

第８条 補助対象事業者は、事業所を開設し、休止し、又は廃業したときは、速やかに事業所

（開設・休止・廃業）届（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

（計画変更） 

第９条 申請者が補助金の交付決定を受けた後において、補助事業等の内容、経費の配分その

他の事項の変更（軽微な変更を除く。）をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しく

は廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金計画変更

承認申請書（第５号様式。以下「計画変更承認申請書」という。）を提出し、承認を受けな

ければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる

場合であって、補助対象経費全体及び各費目における 20 パーセント以内の変更をいう。 

３ 市長は、第１項の規定による計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審査

し、第７条の規定による決定の変更を承認することができる。 

（変更決定） 

第１０条 市長は、前条第３項の規定により、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金の交付

の変更を承認したときは、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金変更決定通知書（第６号

様式）により申請者に通知するものとする。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１１条 補助対象事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

（地位の承継） 

第１２条 前条の規定にかかわらず、補助対象事業者に相続、譲渡、合併等による変更が生じ

たときは、当該補助対象事業者に係る事業が継続される場合に限り、当該補助対象事業を承

継する者は、市長の承認を受け、当該補助対象事業者の地位を承継することができる。 

２ 市長は、前項の承継をしようとする者が第３条各号に定める要件を満たしていないと認め

るときは、承継を承認しない。 



３ 補助対象事業者の地位を承継する者が、本制度による補助金を既に受けている場合は、既

存の補助対象事業と承継する補助対象事業を併せて本制度の要件の範囲内で補助金を交付

するものとする。 

４ 第１項の規定により、補助対象事業者の地位を承継する者は、速やかに承継届出書（第７

号様式）を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、承継承認

通知書（第８号様式）により、当該地位を承継する者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１３条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該補助事業の終了後３０日以

内あるいは、交付申請年度を含む各年度の３月３１日のいずれか早い日までに、四日市市 IT

企業等進出支援事業補助金実績報告書（第９号様式。以下「実績報告書」という。）に必要

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１４条 市長は、申請者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助するこ

とが適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、四日市市 IT 企業等進出支援事業

補助金交付確定通知書（第１０号様式。以下「交付確定通知書」という。）により申請者に

通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１５条 申請者は、前条の規定による交付確定通知書を受けた後、四日市市 IT 企業等進出

支援事業補助金請求書（第１１号様式。以下「請求書」という。）により、市長に請求する

ものとする。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

（交付の決定の取り消し及び補助金の返還） 

第１６条 市長は補助対象者が第３条に規定する交付の対象となる条件に違反したと認める

ときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る補助金の返還を命じる

ことができる。 

２ 前項の規定による補助金返還命令は、補助金返還命令書（第１２号様式）によるものとする。 

（書類の整備） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整

備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管しておかなければならな

い。 

（調査） 

第１８条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、

申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。 

（補助金の評価） 

第１９条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に

検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切



な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第２０条 四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１１号）及びこの要綱に定

めるもののほか、補助金の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、第１７条の規定を除き、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。 

 

（商工農水部商工課） 

 



 

別表（第４条関係） 

補助対象事業 
補助対象経費 

補助率 補助限度額 
項目 内訳 

第４条第１号

に規定する事

業 

（IT オフィス

等開設経費補

助事業） 

事務所等の改

装費 

店舗等の整備費（製品の 

購入が主目的となる家電、什器等

を除く。） 

1/2以内 1,000千円 

広告宣伝費 

・事務所開設にかかるパンフレッ

ト・カタログ等作成費 

・新聞・雑誌・Webページ等の広

告費 

第４条第２号

に規定する事

業 

(進出企業建物

賃貸料補助事

業） 

建物賃貸料 

 

交付決定日の属する年度を含む

３年度分 

※初年度については、交付決定日

以降の経費を補助対象経費とす

る。 

 

1/2以内 

月額上限 

60千円 

年間上限

720千円 

（注１）第４条第２号に掲げる事業については、第４条第１号に掲げる事業の補助を受けた者

であること。 

（注２）交付対象期間は、第４条第１号に掲げる事業については、事業所を開設する開設月の

属する年度のみとし、第４条第２号に掲げる事業については、事業所の開設日の属する年度を

含む３年度分とし、初年度については、交付決定日以降の経費を補助対象経費とする。 

（注３）開設日が月の途中の場合は翌月の賃借料からとし、３年を満たず月の途中で当該事業

所を退去した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る補助

金の返還を命じることができる。 

（注４）対象事業者が、交付対象期間内に他の建物に移転（同一建物内での移転も含む。）し

た場合、移転後においても要件に該当する場合に限り、移転前の開設日から起算して３年度分

を限度として移転後においても交付するものとする。 

（注５）補助金の交付にあたっては、賃借料が日割り等により計算されている月については交

付の対象とせず、１か月の賃借料支払額が月額で定められた賃借料である場合に補助対象経費

とする。なお、月途中に当該事業所を移転（同一建物内での移転も含む。次号において同じ。）

し、移転した月の賃借料が日割り等により計算されている場合にも適用する。 

（注６）月途中に事業所を移転し、移転前の当該事業所と移転後の事業所について、月額で定

められた賃借料を重複して支払う場合、移転後の事業所の賃借料のみを補助金の対象とする。 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

四日市市 IT企業等進出支援事業補助金交付申請書 

年  月  日  

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者            印 

 

四日市市 IT企業等進出支援事業補助金の交付を受けたいので、四日市市 IT企業等進出支援

事業補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 申請事業者の概要 

本 社 所 在 地  

本 社 名 称  

代 表 者 氏 名  

資本金の額又は 

出 資 金 の 額 
円 

常 用 雇 用 者 数 人 

売上高（年間） 円 

業種及び事業概要  

交付申請額の 

算出根拠 

☐ITオフィス等開設経費補助事業 

☐進出企業建物賃貸料補助事業 

月額賃借料          円 × １／２ 

＝       円 …① （上限は月額６万円） 

① × 対象期間   か月   

＝         円 （千円未満切り捨て） 

 



２ 事業所の概要 

立 地 の 形 態 □新設   □増設     

事業所の所在地  

事 業 所 の 名 称  

契 約 年 月 日 年  月  日 

契 約 期 間   年  月  日 ～     年  月  日 

賃 貸 借 面 積                ㎡ 

月 額 の 賃 借 料 円 

事 業 期 間  

開 設 予 定 日 年  月  日 

設 置 の 目 的   

常 用 雇 用 者 数 

事業所開設時 
人  

（うち市内在住者         人） 

開設３年後 

（ 予 定 ） 

人  

（うち市内在住者         人） 

担 当 者 連 絡 先 

所属  氏名  

電話 (  )  － ＦＡＸ (  )  － 

 

３ 添付書類 

☐企業の概要書（会社パンフレット等） 

☐登記事項証明書 

☐定款又はこれに準ずるもの 

☐当該事業所の位置図、外観写真、配置図及び各階平面図 

☐当該事業所の賃貸借契約書の写し 

☐当該事業所の常用雇用者一覧表 

□その他市長が必要と認める書類 

 

 



第２号様式（第７条関係）  

  第   号  

 

住  所          

名  称          

代表者          

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付決定通知書  

 

  年   月   日付けで交付申請のあった四日市市 IT 企業等進出支援事業補

助金については、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第７条第１項

の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。  

 

  年   月   日  

四日市市長       印  

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 補助金額   金          円 

 

３ 補助金交付の条件 

(1) 四日市市補助金交付規則及び四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱の規定を

遵守すること。 

(2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならない。 

(3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。 



第３号様式（第８条関係）  

  第   号  

 

住  所          

名  称          

代表者          

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金不交付決定通知書  

 

  年   月   日付けで交付申請のあった四日市市 IT 企業等進出支援事業補

助金については、下記とおり交付できませんので通知します。  

 

  年   月   日  

四日市市長      印  

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 不交付の理由 



第４号様式（第８条関係） 

事業所（開設・休止・廃業）届 

 

                                 年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者            印 

 

補助対象事業に係る事業所を（開設・休止・廃業）しましたので、四日市市 IT企業等進

出支援事業補助金交付要綱第８条の規定により次のとおり届出します。 

 

 

対 象 事 業 名 

 

 

 

届出事由発生 

年月日 

 

 

年   月   日 

届出事由発生 

理由（休止届・廃

業届の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第９条関係）  

年   月   日  

（あて先）  

四日市市長  

（申請者）          

住  所           

名  称           

代表者         印  

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金計画変更承認申請書  

 

    年   月   日付け   第   号で交付決定通知のあった四日市市 IT

企業等進出支援事業について下記のとおり計画を変更したいので、四日市市 IT

企業等進出支援事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき承認されたく申請し

ます。  

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 補助金変更申請額   金          円 

 

３ 変更の理由 

 

４ 変更の内容 



第６号様式（第１０条関係） 

 第   号  

 

住  所          

名  称          

代表者          

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金変更決定通知書  

 

     年   月   日付けで交付申請のあった四日市市 IT 企業等進出支援

事業の計画変更を承認したので、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要

綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知し

ます。  

 

  年   月   日  

四日市市長      印  

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 変更決定額   金          円 

 

３ 計画変更の内容 

 

４ 条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１２条関係） 

承 継 届 出 書 

 

                                  年  月  日 

（あて先） 

 四日市市長 

 

補助対象事業に係る事業を承継しましたので、四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付

要綱第１２条第４項の規定により、次のとおり届出します。 

 

譲 渡 人 

（ 補 助 対 象 

事 業 者 ） 

住 所 

 

氏 名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

譲 受 人 

（ 承 継 者 ） 

住 所 

 

氏 名                      印 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

対 象 事 業 名  

承 継 年 月 日 年   月   日 

承 継 の 理 由 

 

 

 

 

添付書類 

□交付決定通知書 

□承継の事実を証する書類 

□承継者に関する書類（□企業概要 □法人の登記簿又は住民票の写し □定款又はこれに類

するもの） 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１２条関係） 

承 継 承 認 通 知 書 

 

                             四日市市 第     号 

                                  年  月  日 

 

                    様 

                             四日市市長     印 

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第１２条第４項の規定により届出があった

承継について、次のとおり承認しましたので通知します。 

 

対 象 事 業 名  

譲 渡 人 

（既補助対象 

事 業 者 ） 

住 所 

 

氏 名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

承 継 者 

（新補助対象 

事 業 者 ） 

住 所 

 

氏 名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１３条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者            印 

 

 

四日市市 IT企業等進出支援事業補助金実績報告書 

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第１３条の規定により、補助金の交付を受

けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業名 

  （補助対象事業： □ITオフィス等開設経費補助事業  □進出企業建物賃貸料補助事業） 

 

２ 補助金交付申請額   金          円 

 

３ 補助事業の内容および補助事業に要する経費の区分 

   別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 補助事業の概要 

事 業 所 の 所 在 地   

事 業 所 の 名 称  

開 設 年 月 日         年  月  日 

 

５ 事業所における雇用状況 

雇用要件基準日     年  月  日現在 

区 分 

常用雇用者  
契約 

社員 

派遣 

労働者 

パート 

タイム 

労働者 

左記 

以外の

労働者 

雇用者

合計 
  うち市内

在住者 

開設時 人  人 人 人 人 人 人 

開設１年後 人  人 人 人 人 人 人 

開設２年後 人 人 人 人 人 人 人 

開設３年後 人 人 人 人 人 人 人 

 

６ 補助金額の内訳 

補助金額の 

算出根拠 

☐ITオフィス等開設経費補助事業 

☐進出企業建物賃貸料補助事業 

月額賃借料          円 × １／２ 

＝       円 …① （上限は月額６万円） 

① × 対象期間   か月   

＝         円 （千円未満切り捨て） 

 

７ 添付書類 

＜ITオフィス等開設経費補助事業＞ 

（１）事業実施を証するもの(写真等) 

（２）補助対象経費の支払等を証明する書類の写し 

（３）市内で事業を営んでいる事業所の所在地、事業所名等を証明するもの 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 

＜進出企業建物賃貸料補助事業＞ 

 （１）当該事業所の賃貸借契約書の写し 

 （２）補助対象経費の支払等を証明する書類の写し 

 （３）市内で事業を営んでいる事業所の所在地、事業所名等を証明するもの 

 （４）その他市長が必要と認める書類 



第１０号様式（第１４条関係） 

 

 四日市市指令 第     号 

                                  年  月  日 

 

                    様 

四日市市長        印 

 

四日市市 IT企業等進出支援事業補助金交付確定通知書 

 

   年  月  日付けで補助金の実績の報告があった四日市市 IT 企業等進出支援事業補

助金については、四日市市 IT 企業等進出支援事業交付要綱第１４条の規定に基づき、下記の

とおり補助金の額の確定をしたので通知します。 

 

記 

 

１．補助金の確定金額           円 

 

 

２ 交付条件 

（1）四日市市 IT企業等進出支援事業補助金交付要綱を遵守すること。 

（2）この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後 5年間保存しておかなければならない。 

（3）この補助金の交付については、後日市が監査を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１５条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者            印 

 

 

四日市市 IT企業等進出支援事業補助金交付請求書 

 

 

 四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第１５条第１項の規定に基づき、下記のと

おり補助金を請求します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助金額   金          円 

 

 ＜振り込み先＞ 

    銀行名  ： 

    支店名  ： 

    口座区分 ： 

    口座番号 ： 

    口座名義 ： 

   （フリガナ）： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１６条関係） 

補 助 金 返 還 命 令 書 

                          四日市市指令 第     号 

                                 年  月  日 

                    様 

 

                           四日市市長        印 

 

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第１６条の規定により、次のとおり補助金の

返還を命じます。 

 

対 象 事 業 名  

奨励金の返還を

命 ず る 理 由 

 

 

 

奨励金返還額 円 

納 入 期 限 年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


